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積算基準 市版（運用歩掛）（平成27年10月30日以降適用)　　訂正対照表
訂正前 訂正後　（平成28年4月1日以降適用）（平成28年7月14日訂正）

第2章
工事費の積算

①直接工事費

1-2-2
（追加）

２ 交通誘導警備員の計上について 

（１）当初設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な箇所毎に②必要な日数③日々の配置人員を設定し、

必要総人員の算定を行い計上する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な日数②日々の標準的な配置人員を設定し、必要総

人員の算定を行い計上する。 

３）前記１）２）の条件が混在する場合（主にバイパス工事等に現道区間を含む工事） 

それぞれの条件で必要人員を設定し、必要総人員の算定を行い計上する。 

４）日々の配置人員のうち次に該当する場合は、警備業法で定める検定合格者（交通誘導警備員Ａ）を

規制区間１箇所に付き１名配置するものとする。 

・高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道 

・道路法第４８条の４第１項に規定する自動車専用道路 

・都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認める道路 

（２）変更設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

① 受注者の都合で①必要な箇所②必要な日数③日々の配置人員が当初設計と異なった場合は変更の

対象としない。ただし、工事数量の変更による変更は可とする。 

② 交通管理者からの条件や現場条件の精査から①必要な箇所②日々の配置人員が当初設計と異なっ

た場合はその条件に基づき変更する（必要日数は積算工程とする）。ただし、受注者の都合による

ものは対象としない。また、実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

受注者と監督員が協議して定めたものは設計変更の対象とし、原則として、事後の査定は実施しな

い。なお、明らかに受注者の都合による配置人員は計上しない。 

３）日々の配置人員を変更する際は、交通管理者、発注者、受注者の協議により決定する。 

４）必要日数は半日単位で精査する。(半日未満繰り上げ) 

５）実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

（３）交替要員の計上について 

交替要員の費用の計上は「積算基準〔１ 一般土木〕 第Ⅱ編 共通工 第５章 ㉓ 交通誘導警備員」に

よるものとし、実績で別途要員を確保した場合でも変更の対象としない。 

（４）施工条件明示 

交通誘導警備員を計上する場合は、下記例のとおり施工条件明示総括表等に明示すること。 

 

○ Ⅳ 安全対策 ○ 1 交通安全施設等の指定あり

関　　係 交通誘導警備員： ２人／箇所，100日間（200人日）（勤務実績提出の必要あり）

その他施設等：

○ 2 近接作業制限あり（鉄道，ガス，水道，電気，電話等）

内　　容　　： No.4～No.7付近は鉄道近接のため列車見張員を配置する

工法制限　　： 重機作業制限

作業時間制限： 列車通過時重機作業中断

○ 3 その他

交通誘導警備員については，警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が

生じた場合や現地の状況により，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

明 示 項 目 施　　工　　条　　件

 

２－３ 交通誘導警備員の計上方法について 

（１）当初設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な箇所毎に②必要な日数③日々の配置人員を設定し、

必要総人員の算定を行い計上する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な日数②日々の標準的な配置人員を設定し、必要総

人員の算定を行い計上する。 

３）前記１）２）の条件が混在する場合（主にバイパス工事等に現道区間を含む工事） 

それぞれの条件で必要人員を設定し、必要総人員の算定を行い計上する。 

４）日々の配置人員のうち次に該当する場合は、警備業法で定める検定合格者（交通誘導警備員Ａ）を

規制区間１箇所に付き１名配置するものとする。 

・高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道 

・道路法第４８条の４第１項に規定する自動車専用道路 

・都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認める道路 

（２）変更設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

① 受注者の都合で①必要な箇所②必要な日数③日々の配置人員が当初設計と異なった場合は変更の

対象としない。ただし、工事数量の変更による変更は可とする。 

② 交通管理者からの条件や現場条件の精査から①必要な箇所②日々の配置人員が当初設計と異なっ

た場合はその条件に基づき変更する（必要日数は積算工程とする）。ただし、受注者の都合による

ものは対象としない。また、実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

受注者と監督員が協議して定めたものは設計変更の対象とし、原則として、事後の査定は実施しな

い。なお、明らかに受注者の都合による配置人員は計上しない。 

３）日々の配置人員を変更する際は、交通管理者、発注者、受注者の協議により決定する。 

４）準備作業に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、安全費に積上げ計上する。 

５）必要日数は半日単位で精査する。(半日未満繰り上げ) 

６）実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

（３）交替要員の計上について 

交替要員の費用の計上は「積算基準〔１ 一般土木〕 第Ⅰ編 総則 第２章 ② ２－５ 安全費」によ

るものとし、実績で別途要員を確保した場合でも変更の対象としない。 

（４）施工条件明示 

交通誘導警備員を計上する場合は、下記例のとおり施工条件明示総括表等に明示すること。 

 

○ Ⅳ 安全対策 ○ 1 交通安全施設等の指定あり

関　　係 交通誘導警備員： ２人／箇所，100日間（200人日）（勤務実績提出の必要あり）

その他施設等：

○ 2 近接作業制限あり（鉄道，ガス，水道，電気，電話等）

内　　容　　： No.4～No.7付近は鉄道近接のため列車見張員を配置する

工法制限　　： 重機作業制限

作業時間制限： 列車通過時重機作業中断

○ 3 その他

交通誘導警備員については，警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が

生じた場合や現地の状況により，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

明 示 項 目 施　　工　　条　　件

 

P 1‐4から移行

P 1‐5から移行

削除
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積算基準 市版（運用歩掛）（平成27年10月30日以降適用)　　訂正対照表
訂正前 訂正後　（平成28年4月1日以降適用）（平成28年7月14日訂正）

第2章
工事費の積算

②間接工事費

1-4

２．安全費（積上げ項目の積算） 

２－１ 交通安全管理に要する費用 

安全費を積上げにより求める場合は、率に含まれる項目の確認のうえ必要項目を積算するものとする。な

お、交通誘導警備員は、一般交通を規制する場合に計上する。 

 

２－１ 安全施工に要する費用 

安全費を積上げにより求める場合は、率に含まれる項目を確認のうえ必要項目を積算するものとする。 

（１）列車見張員及び電鈴 

線路に近接し、直接又は間接に列車運転等に支障を及ぼすおそれのある作業をする場合は、列車見

張員（保安員）を計上すること。なお、保安員は１箇所１名とする。 

線路下または線路に近接して行う作業（土留支保工、切土、盛土等）には、列車及び作業員の安全

確保のために列車見張員（保安員）を計上すること。 

（２）線路に近接し、杭打ち作業または切取作業を行う場合は、関係機関と十分打合せのうえ、必要経費

を計上すること。 

 

２－３ 交通誘導警備員の計上方法について 

（１）当初設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な箇所毎に②必要な日数③日々の配置人員を設定し、

必要総人員の算定を行い計上する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な日数②日々の標準的な配置人員を設定し、必要総

人員の算定を行い計上する。 

３）前記１）２）の条件が混在する場合（主にバイパス工事等に現道区間を含む工事） 

それぞれの条件で必要人員を設定し、必要総人員の算定を行い計上する。 

４）日々の配置人員のうち次に該当する場合は、警備業法で定める検定合格者（交通誘導警備員Ａ）を

規制区間１箇所に付き１名配置するものとする。 

・高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道 

・道路法第４８条の４第１項に規定する自動車専用道路 

・都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認める道路 

（２）変更設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

① 受注者の都合で①必要な箇所②必要な日数③日々の配置人員が当初設計と異なった場合は変更の

対象としない。ただし、工事数量の変更による変更は可とする。 

② 交通管理者からの条件や現場条件の精査から①必要な箇所②日々の配置人員が当初設計と異なっ

た場合はその条件に基づき変更する（必要日数は積算工程とする）。ただし、受注者の都合による

ものは対象としない。また、実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

受注者と監督員が協議して定めたものは設計変更の対象とし、原則として、事後の査定は実施しな

い。なお、明らかに受注者の都合による配置人員は計上しない。 

３）日々の配置人員を変更する際は、交通管理者、発注者、受注者の協議により決定する。 

４）準備作業に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、安全費に積上げ計上する。 

２．安全費（積上げ項目の積算） 

２－１ 交通安全管理に要する費用 

安全費を積上げにより求める場合は、率に含まれる項目の確認のうえ必要項目を積算するものとする。な

お、交通誘導警備員は、一般交通を規制する場合に計上する。 

 

２－２ 安全施工に要する費用 

安全費を積上げにより求める場合は、率に含まれる項目を確認のうえ必要項目を積算するものとする。

（１）列車見張員及び電鈴 

線路に近接し、直接又は間接に列車運転等に支障を及ぼすおそれのある作業をする場合は、列車見

張員（保安員）を計上すること。なお、保安員は１箇所１名とする。 

線路下または線路に近接して行う作業（土留支保工、切土、盛土等）には、列車及び作業員の安全

確保のために列車見張員（保安員）を計上すること。 

（２）線路に近接し、杭打ち作業または切取作業を行う場合は、関係機関と十分打合せのうえ、必要経費

を計上すること。 

 

２－３ 交通誘導警備員の計上方法について 

（１）当初設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な箇所毎に②必要な日数③日々の配置人員を設定し、

必要総人員の算定を行い計上する。 

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

積算工程（発注時の官側工程）に基づき①必要な日数②日々の標準的な配置人員を設定し、必要総

人員の算定を行い計上する。 

３）前記１）２）の条件が混在する場合（主にバイパス工事等に現道区間を含む工事） 

それぞれの条件で必要人員を設定し、必要総人員の算定を行い計上する。 

４）日々の配置人員のうち次に該当する場合は、警備業法で定める検定合格者（交通誘導警備員Ａ）を

規制区間１箇所に付き１名配置するものとする。 

・高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車国道 

・道路法第４８条の４第１項に規定する自動車専用道路 

・都道府県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認める道路 

（２）変更設計における交通誘導警備員計上方法の基本 

１）配置の必要な箇所および日々の配置人員が想定できる場合（主にバイパス等の改築工事） 

① 受注者の都合で①必要な箇所②必要な日数③日々の配置人員が当初設計と異なった場合は変更の

対象としない。ただし、工事数量の変更による変更は可とする。 

② 交通管理者からの条件や現場条件の精査から①必要な箇所②日々の配置人員が当初設計と異なっ

た場合はその条件に基づき変更する（必要日数は積算工程とする）。ただし、受注者の都合による

ものは対象としない。また、実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。

２）日々移動を伴い交通条件が変化し日々の配置人員が想定できない場合（主に現道等の維持修繕工事）

受注者と監督員が協議して定めたものは設計変更の対象とし、原則として、事後の査定は実施しな

い。なお、明らかに受注者の都合による配置人員は計上しない。 

３）日々の配置人員を変更する際は、交通管理者、発注者、受注者の協議により決定する。 

４）準備作業に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、安全費に積上げ計上する。 
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５）必要日数は半日単位で精査する。(半日未満繰り上げ) 

６）実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

（３）交替要員の計上について 

交替要員の費用の計上は「積算基準〔１ 一般土木〕 第Ⅰ編 総則 第２章 ② ２－５ 安全費」によ

るものとし、実績で別途要員を確保した場合でも変更の対象としない。 

（４）施工条件明示 

交通誘導警備員を計上する場合は、下記例のとおり施工条件明示総括表等に明示すること。 

 

○ Ⅳ 安全対策 ○ 1 交通安全施設等の指定あり

関　　係 交通誘導警備員： ２人／箇所，100日間（200人日）（勤務実績提出の必要あり）

その他施設等：

○ 2 近接作業制限あり（鉄道，ガス，水道，電気，電話等）

内　　容　　： No.4～No.7付近は鉄道近接のため列車見張員を配置する

工法制限　　： 重機作業制限

作業時間制限： 列車通過時重機作業中断

○ 3 その他

交通誘導警備員については，警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が

生じた場合や現地の状況により，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

明 示 項 目 施　　工　　条　　件

５）必要日数は半日単位で精査する。(半日未満繰り上げ) 

６）実績は配置人員が把握できる写真と共に現場書類として保管する。 

（３）交替要員の計上について 

交替要員の費用の計上は「積算基準〔１ 一般土木〕 第Ⅰ編 総則 第２章 ② ２－５ 安全費」によ

るものとし、実績で別途要員を確保した場合でも変更の対象としない。 

（４）施工条件明示 

交通誘導警備員を計上する場合は、下記例のとおり施工条件明示総括表等に明示すること。 

 

○ Ⅳ 安全対策 ○ 1 交通安全施設等の指定あり

関　　係 交通誘導警備員： ２人／箇所，100日間（200人日）（勤務実績提出の必要あり）

その他施設等：

○ 2 近接作業制限あり（鉄道，ガス，水道，電気，電話等）

内　　容　　： No.4～No.7付近は鉄道近接のため列車見張員を配置する

工法制限　　： 重機作業制限

作業時間制限： 列車通過時重機作業中断

○ 3 その他

交通誘導警備員については，警察等関係機関との協議により交通処理方法等の変更が

生じた場合や現地の状況により，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

明 示 項 目 施　　工　　条　　件
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